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はじめに 

 

新型コロナウイルス感染症が令和５年５月に「５類感染症」に移行してか

ら、全国で人の移動が活発になりました。特に、インバウンド需要が急拡大し

ており、日本政府観光局の推計によると、全国の訪日外国人数は、2023年は年

間で約2,506万人、2024年は１月から４月までの４か月間で1,160万人以上と発

表されています。しかし、本市においては、観光客の平均滞在日数や外国人観

光客の訪問数等について課題があり、この流れを十分に活用できているとは言

い難い状況と考えます。 

こういった背景から、産業建設常任委員会では、「観光振興」をテーマに、

先進地の視察や市内関係団体との意見交換等を行い、アフター・コロナにおい

て長浜市に求められる観光振興策について調査・研究してまいりました。 

長浜市には歴史ある観光資源が数多く存在しますが、これからの観光振興に

ついては、観光ＰＲの充実と歴史ある観光資源の有効活用、商工・観光関係団

体等との連携強化、観光に従事する人材の確保、インバウンド対策及び滞在型

観光の充実並びに交通手段の拡充による観光地へのアクセス性向上を通して、

より地域経済効果の高い観光を推進することが肝要であると考えます。 

今回、これらのことを踏まえ、政策提言をさせていただきます。観光振興に

係る政策については令和３年12月21日付で提言しており、執行部におかれまし

ても、令和４年３月に策定された「第２期長浜市観光振興ビジョン」に基づ

き、特に令和６年度は宿泊・滞在型観光を推進するための事業に取り組むなど

長浜市の観光振興を推進されているところですが、取組をさらに強力に推し進

めるという立場で、これらの提言を具現化されることを切に求めるものです。 

  



産業建設常任委員会からの提言 

 

１ 観光ＰＲの充実と歴史ある観光資源の有効活用 

本市には数多くの歴史ある観光資源があり、市当局もＰＲに努めていただい

ているところですが、若者を中心に、現在主要な情報収集メディアとなってい

るインターネットやＳＮＳ等での発信が不足しているとの意見が寄せられて

おり、当委員会としても、より費用対効果の高いＰＲ方法を模索する必要があ

ると考えます。加えて、観光業に注力している他自治体の取組に照らし、観光

客と現地で接するスタッフも充実させる必要があると考えます。 

  また、歴史ある観光資源が広い市域に散在しており、全てが有効に活用され

ているとは言い難い状況です。特に、本市は、姉川合戦、賤ケ岳の合戦の舞台

となった場所であるのみならず、天下分け目の合戦となった関ヶ原にも近い

など、著名な武将との関わりが深い地域です。当委員会としては、こういった

特性を生かし、各地域を線的・面的に連携させるとともに、実際に訪問される

観光客の安全安心を守ることで、市全域の観光振興に寄与すると思われます。 

  ただし、これらの取組を推進するにあたっては、それを支える経費も確保し

ていく必要があります。 

  以上を踏まえ、以下５点について提言します。 

（１）情報発信の取組に対する費用対効果の検証と、それを踏まえた観光ＰＲ

の充実 

（２）現地で観光客に接する観光ガイドの役割強化、養成支援及び勤務環境 

の整備 

（３）観光客への訴求力があるテーマ設定による歴史ある観光資源の連携 

（４）観光地における観光客の安全安心を守るために必要な環境の整備 

（５）観光庁の「観光振興事業補助金」等、様々な補助金の積極的な活用 

 

２ 商工・観光関係団体等との連携強化 

本市には多くの商工・観光関係団体が存在し、それぞれが地域の魅力向上の

ため様々な取組を展開されています。しかし、当委員会としては、全国的な訪

日外国人の著しい増加や令和６年３月 16 日の北陸新幹線敦賀駅開業など社会

情勢が大きく変化している昨今に鑑みると、本市の観光振興には、市とこれら

団体や近隣自治体との連携をこれまで以上に緊密にするだけでなく、各団体間

の連携も深めることが不可欠と考えます。 

以上を踏まえ、今般、長浜観光協会が観光地域づくり法人（登録ＤＭＯ）に

登録されたことを契機とし、以下５点について提言します。 

（１）観光地域づくり法人（登録ＤＭＯ）と市との連携 

（２）商工・観光関係団体等の相互連携強化への支援 



（３）福井県、岐阜県、高島市及び米原市等近隣自治体との連携強化 

（４）観光客の主な来訪元である京阪神・東海圏との広域連携の強化 

（５）地域の事業者が行う観光振興の試みに対する財政的な支援 

 

３ 観光に従事する人材の確保 

本市においては、少子高齢化による人口減少が進んでおり、特に若い世代の

減少が顕著です。このことは、特にマンパワーが重要となる観光業にとって深

刻な問題であり、市内の商工・観光関係団体も、担い手の確保に苦慮されてい

ます。当委員会としても、今後の観光振興のためには、観光振興の担い手とな

る人材を市の内外を問わず確保することが必須かつ急務であると考えます。 

  以上を踏まえ、以下４点について提言します。 

（１）商工・観光関係団体等の連携強化を推進するリーダーや企画・情報発信

のキーマンとなりうる外部人材の積極的な登用 

（２）民間サービスの活用による市外からの観光スタッフ受入等、商工・観光 

関係団体等が行う取組の担い手となる人員の確保支援 

（３）若者の観光業への就労意欲を喚起する働きやすい環境の整備支援 

（４）観光スタッフの就労を支える収入確保等の支援 

 

４ インバウンド対策及び滞在型観光の充実 

日本政府観光局の推計によると、2024 年３月には訪日外国人数が、単月と

して初めて 300 万人を超え、年間ではコロナ禍前の 2019 年の人数を大きく上

回る見込みです。昨今は、このインバウンド需要に対応することが地域の経済

効果を高めるうえで重要な要素の１つとなっています。このことは本市におい

ても同様であり、当委員会としても、「第２期長浜市観光振興ビジョン」の基

本方針である「稼げる観光への転換」を推進するためにも、インバウンド需要

を本市に誘導し、定着させるための有効な対策を講じることが必須と考えます。 

  また、観光客の９割以上が日帰りである本市の観光振興にとって、同ビジョ

ンにある「宿泊・滞在型観光への転換」も不可欠な要素です。当委員会として

は、滞在型観光への転換を推進するためには、地域の企業や店舗と連携して、

時間を問わず観光客や若者が集まりやすい場所をＰＲする必要があると考え

ます。 

  以上を踏まえ、以下５点について提言します。 

（１）訪日外国人の来浜につながる施策を確実に展開するために必要となる 

マーケティングの強化 

（２）訪日外国人のニーズをとらえたコンテンツやサービスの展開 

（３）訪日外国人等が訪問しやすくなるような駅前観光案内施設の利便性向 

上及び案内表示の多言語化の推進 

（４）各種メディアの効果的な活用による、観光客や若者が集まりやすい場所



や店舗等のＰＲ推進 

 （５）自然や歴史文化を生かしたアクティビティや教育旅行の積極的な誘致 

 

５ 交通手段の拡充による観光地へのアクセス性向上 

前述のとおり、本市の観光資源は広い市域に散在していますが、路線バス、

デマンドタクシーやレンタサイクルといった交通手段の運行本数、運行時間及

び運行経路は限定的であり、観光地へ直接アクセスする手段は決して多くない

のが実情です。当委員会としては、インバウンド需要を満たし、滞在型観光を

振興するためにも、既存の二次交通手段だけでなく、シェアリングサービスや

観光ＭａａＳ等について深く検証し、鉄道を利用して来浜する観光客、個人で

来浜する観光客や外国人観光客向けに、駅から観光地、観光地から別の観光地

に直接アクセスできる移動手段を充実させることで、誰もが観光地を訪れやす

くなるような環境を整える必要があると考えます。 

  以上を踏まえ、以下４点について提言します。 

（１）シェアリングサービスや水上モビリティー等、新たな交通手段の検証 

（２）臨時バスの運行やレンタカー事業者の誘致等を通した、観光客が利用し

やすい移動手段の充実 

（３）市で実証実験されている観光ＭａａＳの検証と必要な改善の推進 

（４）観光地へのアクセスを見据えた公共交通機関運行ルートの見直し 
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